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識別表示のルールを
見てみましょう—コラム—

家電製品の容器包装識別表示について
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プラスチック製包装材と紙製包装材には｢資源有効利用

促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）」で識別

表示が義務化されています。

1. 表示対象：箱、袋、緩衝材、保護シート等

※一般家庭向け製品の段ボールを除く紙製、プラス

チック製の包装材。業務用製品の包装材に識別表示は

不要。

2. 表示方法：個々の包装部品に表示

同時に廃棄される包装材は、一括表示も可。

【注意】

「保証書の袋」は廃棄するタイミングが他の包装材と

異なるのでカートン等への一括識別表示は不可。

・容器包装識別表示等に関する家電業界のガイドライン（一般財団法人 家電製品協会）

・包装形態別の一括表示（一般財団法人家電製品協会）

・家電製品包装における表示事例集（一般財団法人家電製品協会）

印刷による表示推奨サイズ

（家電製品の場合）

刻印、エンボス、成型による表示推奨サイズ

（家電製品の場合）

緩衝材・袋・シート
乾電池用フィルム
保護フィルム
バンド

カートンへの
一括表示例

12mm

30mm

14ポイント

30ポイント

プラマーク 紙マーク

部品名称 ：

https://aeha.or.jp/environment/pdf/packaging.pdf
https://aeha.or.jp/environment/batchdisplay.html
https://aeha.or.jp/environment/pdf/keisikijirei.pdf
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